
市
で
は
、
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
お
よ
び
軽
自
動
車
税

の
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て

下
さ
い
。

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月

１
日
（
賦
課
期
日
）
に
、
土

地
、
家
屋
、
償
却
資
産
（
こ
れ

ら
を
総
称
し
て
「
固
定
資
産
」

と
い
い
ま
す
）
を
所
有
し
て
い

る
人
に
か
か
る
税
金
で
す
。

固
定
資
産
税
を
納
め
る
人

（
納
税
義
務
者
）
と
は
、
原
則

と
し
て
賦
課
期
日
現
在
の
固
定

資
産
の
所
有
者
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
年
の
途
中
で

売
買
な
ど
に
よ
っ
て
所
有
者
が

変
わ
っ
て
も
、
賦
課
期
日
現
在

の
所
有
者
が
納
税
義
務
者
で

す
。ま

た
、
所
有
者
が
賦
課
期
日

前
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
な
ど

に
は
、
賦
課
期
日
で
固
定
資
産

を
現
に
所
有
し
て
い
る
人
（
相

続
人
な
ど
）
が
納
税
義
務
者
と

な
り
ま
す
。

都
市
計
画
税
と
は
、
下
水

道
、
街
路
、
公
園
の
整
備
な

ど
、
都
市
計
画
法
や
土
地
区
画

整
理
法
に
基
づ
く
事
業
を
推
進

す
る
た
め
の
費
用
に
充
て
る
目

的
税
で
、
固
定
資
産
税
と
併
せ

て
納
め
て
い
た
だ
く
も
の
で

す
。

○
免
税
点

守
口
市
内
に
お
い
て
同
一
人

が
所
有
す
る
土
地
、
家
屋
、
償

却
資
産
の
そ
れ
ぞ
れ
の
固
定
資

産
税
課
税
標
準
額
の
合
計
額
が

次
の
場
合
、
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ

ん
。

土　
　

地　

30
万
円
未
満

家　
　

屋　

20
万
円
未
満

償
却
資
産　

150
万
円
未
満

○
納
期
限

第
１
期　

６
月
２
日
㈪

第
２
期　

７
月
31
日
㈭

第
３
期　

９
月
30
日
㈫

第
４
期　

12
月
１
日
㈪

○
減
免
制
度

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
減
額

ま
た
は
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

・
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る

扶
助
を
受
け
て
い
る
人
が
所

有
す
る
固
定
資
産

・
不
慮
の
災
害
で
納
税
で
き
な

く
な
っ
た
人
が
所
有
す
る
固

定
資
産

・
災
害
な
ど
で
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
固
定
資

産
・
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が

買
収
し
、
あ
る
い
は
無
償
で

公
用
ま
た
は
公
共
の
用
に
供

す
る
固
定
資
産
な
ど

こ
れ
ら
に
該
当
す
る
人
は
、

減
免
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添

え
て
、
所
定
の
期
限
内
に
課
税

課
（
土
地
・
家
屋
係
）
へ
提
出

し
て
下
さ
い
。

○
異
議
申
し
立
て
お
よ
び
審
査

の
申
出

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

の
賦
課
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る

と
き
は
、
市
長
に
異
議
の
申
し

立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。ま

た
、
固
定
資
産
の
価
格

（
評
価
額
）
に
関
し
て
不
服
が

あ
る
場
合
は
、
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
に
審
査
の
申
出
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
新
築
家
屋
や
土
地

の
地
目
変
更
な
ど
を
除
き
、
評

価
替
え
の
年
以
外
に
つ
い
て

は
、
審
査
申
出
の
で
き
る
内
容

が
制
限
さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
も

納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60
日
以

内
で
す
。

　

平
成
24
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
り
、
負
担
調
整
措
置
の
う

ち
、
住
宅
用
地
お
よ
び
市
街
化

区
域
農
地
に
適
用
さ
れ
て
い
た

据
置
特
例
は
、
平
成
26
年
度
に

廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
評
価
額
が
下

が
っ
て
い
て
も
税
額
が
上
昇
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

が
課
税
さ
れ
て
い
る
土
地
・
家

屋
の
所
在
地
や
価
格
な
ど
の
課

税
の
内
容
を
記
載
し
た
課
税
明

細
書
を
納
税
通
知
書
に
添
付
し

て
い
ま
す
の
で
、
確
認
し
て
下

さ
い
。

問
合
先　

課
税
課
土
地
・
家
屋

係
（
☎
６
９
９
２
・
１
４
７

４
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
地

方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災

・
減
災
の
施
策
に
必
要
な
財
源

を
確
保
す
る
た
め
、
平
成
26
〜

35
年
度
ま
で
個
人
住
民
税
の
均

等
割
が
年
間
１
千
円
引
き
上
げ

に
な
り
ま
す
（
上
表
参
照
）
。

個
人
市
民
税
・
府
民
税
の
平

成
26
年
度
分
（
平
成
25
年
中
所

得
）
課
税
証
明
書
は
、
６
月
上

旬
ご
ろ
か
ら
発
行
し
ま
す
。

た
だ
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な

ど
で
給
与
か
ら
特
別
徴
収
（
天

引
き
）
し
て
い
る
人
は
、
５
月

中
旬
ご
ろ
か
ら
発
行
し
ま
す
。

証
明
書
の
取
得
を
予
定
し
て

い
る
人
は
、
提
出
先
が
発
行
す

る
説
明
書
な
ど
で
必
要
年
度
を

再
度
確
認
し
て
下
さ
い
。

不
明
な
点
は
、
事
前
に
問
合

せ
下
さ
い
。

問
合
先　

課
税
課
市
民
税
係

（
☎
６
９
９
２
・
１
４
５
６
）

個
人
市
民
税
・
府
民
税
（
普

通
徴
収
分
）
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
の

納
付
書
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
も
収
納
が
可
能
で

す
。市

と
契
約
し
て
い
る
次
の
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
利
用

で
き
ま
す
。

全
国
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、

ロ
ー
ソ
ン
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
サ
ー
ク

ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
、
デ
イ
リ
ー
ヤ

マ
ザ
キ
な
ど

他
に
も
、
利
用
可
能
な
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
納
税
課
へ

問
合
せ
下
さ
い
。

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

は
、
次
の
納
付
書
は
取
り
扱
い

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
納
付
は

現
金
の
み
の
取
り
扱
い
に
な
り

ま
す
。

○
納
期
限
を
過
ぎ
た
も
の

○
金
額
を
訂
正
し
た
も
の

○
１
枚
の
納
付
書
の
納
付
額
が

　

30
万
円
を
超
え
る
も
の

問
合
先　

納
税
課
（
☎
６
９
９

２
・
１
８
５
１
〜
１
８
５
４
）

自
動
車
税
の
納
期
限
は
６
月

２
日
㈪
で
す
。
納
税
通
知
書
に

記
載
の
金
融
機
関
、
郵
便
局
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
手
続
き
）
で
納

期
限
ま
で
に
納
め
て
下
さ
い
。

問
合
先　

府
自
動
車
税
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
（
☎
０
５
７
０
・

０
２
０
１
５
６
）

納
税
通
知
書
を
発
送

固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税

平
成
26
年
度
の

土
地
の
課
税
に
つ
い
て

課
税
明
細
の
確
認
を

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月

１
日
現
在
、
ミ
ニ
バ
イ
ク
（
原

動
機
付
自
転
車
）
、
軽
自
動

車
、
小
型
特
殊
自
動
車
お
よ
び

二
輪
の
小
型
自
動
車
を
所
有
ま

た
は
使
用
し
て
い
る
人
に
か
か

る
税
金
で
す
。
６
月
２
日
㈪
ま

で
に
納
付
し
て
下
さ
い
。
年
税

額
は
表
１
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
継
続
審
査
が
必
要
な

軽
自
動
車
お
よ
び
二
輪
の
小
型

自
動
車
に
つ
い
て
は
、
納
税
通

知
書
に
「
継
続
検
査
用
納
税
証

明
書
」
を
つ
け
て
い
ま
す
の
で

利
用
し
て
下
さ
い
。
口
座
振
替

（
自
動
振
込
）
を
利
用
の
人

は
、
口
座
振
替
な
ど
に
よ
り
納

付
確
認
後
、
６
月
末
日
に
送
付

し
ま
す
。

す
で
に
軽
自
動
車
な
ど
を
譲

渡
し
た
り
、
使
用
し
て
い
な
い

場
合
は
、
表
２
の
と
お
り
廃
車

な
ど
の
手
続
き
を
し
て
下
さ

い
。

○
減
免
制
度

災
害
に
あ
っ
た
人
や
身
体
に

障
害
の
あ
る
人
な
ど
は
、
一
定

の
基
準
に
よ
り
減
免
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

身
体
に
障
害
の
あ
る
人
な
ど

が
利
用
す
る
軽
自
動
車
に
係
る

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

は
、
表
３
に
該
当
す
る
人
が
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
、
確
認
し

て
下
さ
い
。
申
請
時
の
必
要
書

類
な
ど
に
つ
い
て
は
、
問
合
せ

下
さ
い
。

申
請
期
限
は
６
月
２
日
㈪
で

す
。

問
合
先　

課
税
課
税
政
係
（
☎

６
９
９
２
・
１
４
５
８
）

軽
自
動
車
税

平
成
26
年
度
よ
り

個
人
住
民
税
の

均
等
割
が
引
き
上
げ

ご
確
認
を

個
人
市
民
税
・
府
民
税

課
税
証
明
書
の
必
要
年
度

市
税
の

コ
ン
ビ
ニ
収
納

大
阪
府
か
ら
の
お
知
ら
せ

ふ

ぜ

い

コ

ー

ル

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税

税
の
お
知
ら
せ

税
の
お
知
ら
せ

税
の
お
知
ら
せ

税
の
お
知
ら
せ

25年度（旧）

市民税の均等割

府民税の均等割

均等割合計

26年度（新） 差額金額

→

→

→

3,500円 500円3,000円

1,500円 500円1,000円

5,000円 1,000円4,000円

排気量 50㏄以下

50㏄超 90㏄以下

90㏄超 125㏄以下

ミ　ニ　カ　ー

二輪（250㏄以下のもの）

三　　　　　輪

営 業 用
四輪乗用

四輪貨物

課税課税政係
☎6992-1458

・ナンバープレート
・原動機付自転車
　申告済証
・印かん
・本人確認書類
　（運転免許証、健康
　保険証など）

軽自動車検査協会
大阪主管事務所・
高槻支所

高槻市大塚町4-20-1
☎072-661-5877

近畿運輸局
大阪運輸支局

寝屋川市高宮栄町12-1
☎050-5540-2058

自 家 用

営 業 用

自 家 用

農耕作業用

その他の作業用

ミニバイク
（原動機付自転車）

軽 自 動 車

車　　　　　　種 年 税 額

小型特殊自動車

二輪の小型自動車（250㏄を超えるもの）

表１ 軽自動車の年税額

表２

表３

廃 車 な ど の 手 続 き と 場 所

2,500円

2,400円

3,100円

5,500円

7,200円

3,000円

4,000円

1,600円

4,700円

4,000円

1,600円

1,200円

1,000円

車　種

問合先

廃車時に
必要なもの

原動機付自転車
（125cc以下）
小型特殊自動車

軽 自 動 車
（軽三輪・軽四輪）

軽 二 輪
（126～250cc）
二輪の小型自動車
（251cc以上）

上記へ問合せ下さい。

障害の区分

Ａ Ｂ

手帳の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 身体障害者手帳 戦傷病者手帳

視覚障害 1～6級

2～4・6級

3・5級

3・4級 3・4級

特別～6項症
1～3款症

特別～6項症
1款症

特別～6項症

特別～5項症

特別～6項症
1・2款症

特別～6項症
1～3款症

－

特別～6項症

－

1～6級

1～3・5級

1～6級

1～4級

1～4級

2～4級

3級

特別～6項症

特別～4項症

特別～5項症

特別～6項症

特別～3項症

特別～4項症

－

特別～3項症

－

1～3級

1～6級

1～3級

聴覚障害

平衡機能障害

音声・言語・
そしゃく機能障害

上肢不自由

下肢不自由

体幹不自由

脳病変による
運動機能障害

心臓、腎臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、
小腸、肝臓の機能障害
ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫機
能障害

療育手帳の交付を
受けている人

精神障害者保健福
祉手帳の交付を受
けている人

療育手帳を有する人

精神障害者保健福祉手帳を有する人

①身体障害者など（本人）が所
　有し、運転する場合
②身体障害者などが所有し、常
　時介護者が運転する場合
③18歳未満の身体障害者などの
　家族が所有し、運転する場合

左記以外
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